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第２章 建 築

第１節 一 般 事 項

２．１．１

適 用

２．１．２

業 務 目 的

本章は、建築物等（第３章から第８章に規定する部分を除く。以下、本章において同じ）

に関する業務に適用する。

本業務は、建築物等について専門的見地から劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措

置を講ずることにより、構造耐力、耐久性を損なわず、安全かつ円滑な利用に支障がない

状態の維持に資することを目的とする。

第２節 外 部

２．２．１

屋 根 � 屋根の点検項目及び点検内容は、表２．２．１による。

� 周期�又は周期�の適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。

表２．２．１ 屋 根 （１／２）

点 検 項 目 点 検 内 容 周期� 周期� 備 考

１．陸屋根

a．保護層
【押さえコンクリー
ト、保護モルタル、
保護砂利、押さえコ
ンクリ－トブロック
等】

b．露出防水層

【保護層のない場合】

２．勾配屋根
【金属葺、アスファルト
スレート葺、瓦葺等】

� 排水状態の良否を点検する。

� 伸縮調整目地材の劣化及び欠損の有無を点検する。

	 押さえコンクリート及び保護モルタルは、平面及び立上

がり部の浮き、ひび割れの有無を点検する。


 保護砂利は、片寄りの有無を点検する。

� 押さえコンクリートブロックは、移動、あばれ及び欠損

の有無を点検する。

� 排水状態の良否を点検する。

� 防水層のき裂、破断及びめくれの有無を点検する。

	 防水層のふくれ、変形及びしわの有無を点検する。


 防水層の立上がり部のめくれ及びずり落ちの有無、押さ

え金物の取付け状態の良否を点検する。

� 保護塗装の変退色及びチョーキングの有無を点検する。

� 砂付ルーフィングの砂落ちの有無を点検する。

� 葺材の変形、乱れ、割れ、さび、腐食、塗装の劣化及び

表面処理の劣化の有無を点検する。

� 留付け金物のさび及び腐食の有無を点検する。

	 シーリング材の破断、ひび割れ、だれ、変形及び剥離の

有無を点検する。

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y
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（２／２）

点 検 項 目 点 検 内 容 周期� 周期� 備 考

３．パラペット

４．手すり・丸環・点検口

５．ルーフドレン・とい

６．トップライト

� コンクリート又はモルタル笠木のひび割れ、浮き、剥離

等の有無を点検する。

� 金属笠木及び防水押さえ金物の変形、さび、腐食、損傷

の有無及び取付け状態（脱落及びビスの緩み）の良否を

点検する。

� シーリング材の破断、き裂、だれ、変形及び剥離の有無

を点検する。

� 取付け状態の良否を点検する。

� 変形、破損、さび及び腐食の有無を点検する。

� 取付け状態の良否を点検する。

� さび、腐食、破損及び塗装の劣化の有無を点検する。

� 漏水の有無及び排水状態の良否を点検する。

� 傷、割れ、変形及び破損の有無を点検する。

� 結露及び漏水の有無を点検する。

� さび及び腐食の有無を点検する。

� 取付け状態の良否を点検する。

� 開閉式の場合は、その作動状態の良否を点検する。

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

２．２．２

外 壁 � 外壁の点検項目及び点検内容は、表２．２．２による。

	 周期
又は周期�の適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。

表２．２．２ 外 壁 （１／２）

点 検 項 目 点 検 内 容 周期� 周期� 備 考

１．コンクリート打放し

仕上げ

２．モルタル塗り・タイ

ル張り

� 剥落、浮き、ひび割れ、さび汚れ、エフロレッセンス、

ポップアウト、表面脆弱化、汚れ及び漏水の有無を点検

する。

� シーリング材の破断、ひび割れ、だれ、変形及び剥離の

有無を点検する。

� 剥落、浮き、はらみ、ひび割れ、さび汚れ、エフロレッ

センス、表面脆弱化及び汚れの有無を点検する。

� 各階の各方位面において、屋内等から安全に作業できる

範囲で１か所軽打し、浮き及び剥離の有無を点検する。

� 目地のひび割れ及び剥離の有無を点検する。

� シーリング材の破断、ひび割れ、だれ、変形及び剥離の

有無を点検する。

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

１Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

３Y

15第２章 建 築



第７章 搬 送 設 備

第１節 一 般 事 項

７．１．１

適 用

７．１．２

業 務 目 的

７．１．３

用 語 の 定 義

本章は、建築物等の搬送設備に関する業務に適用する。

本業務は、搬送設備について専門的見地から、点検又は測定等により劣化及び不具合の

状況を把握し、保守等の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故

障等の未然の防止に資することを目的とする。

本章において用いる用語の定義は、次のとおりとする。

� 「性能点検」とは、労働安全衛生法第４１条第２項に定める性能検査及び人事院規則

１０－４第３２条第１項に定める性能検査に該当するものをいう。

� 「フルメンテナンス（FM）契約」とは、定期的な点検・保守に加え、機器の摩耗

・劣化を予測し、昇降機を常に最良の状態に維持するために経年劣化した部品の取

替えや修理等の予防的な保全をあわせて行う契約方式をいう。

� 「POG契約」とは、Parts・Oil・Greaseの略で、定期的な機器・装置の点検を行い、

必要に応じて消耗部品の交換と調整・給油・清掃を行う契約方式をいう。なお、機

器の寿命・機能低下に対する工事は対象外となる。

� 「遠隔監視」とは、エレベーターとは遠隔地にある監視センター等において、オペ

レーターが常時エレベーターの状態を監視することをいう。エレベーターの故障情

報等を監視センター等にて受信した場合は、当該ビルへ最短で出動できる専門技術

者に指令し、復旧活動を迅速に行う。また、かご内に閉じ込められた人がいる場合

に、かご内のインターホンで直接監視センター等と通話できる装置を具備する。

� 「遠隔点検」とは、マイコン制御方式のエレベーターにおいて、電話回線を利用し

て運行状態を各種の信号を検出し、動作状況の正常・異常を点検することをいう。遠

隔点検装置を具備し、その装置を利用して保守が可能なエレベーターの場合は、専

門技術者が遠隔で点検を行うことができる。

� 「リレー制御」とは、エレベーターの運行制御に階床選択機を用いているものをい

う。

� 「マイコン制御」とは、エレベーターの運行制御にマイクロコンピューターを使用

しているものをいう

� 「精密調査」とは、ある部位の一部又は全部に劣化現象がある場合に、当該部位に

ついて行うべき修理若しくは部品交換又は更新の判断が、通常の点検によっては困

難であるため、さらに詳細に行う必要のある調査又は診断をいう。

第２節 エレベーター

７．２．１

適 用 	「建築基準法」及びこれに基づく地方条例、「昇降機の維持及び運行の管理に関する指
針（平成５年６月３０日住防発第１７号）」、「人事院規則１０－４」並びにJIS A４３０２（昇

降機検査標準）に定めるところによる。


 建築基準法第１２条４項、労働安全衛生法及びクレーン等安全規則に基づく点検が必要

な場合は、当該法令の定めるところによる。また、性能検査に立ち会うものとし、検
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７．２．２

修理・取替えの範囲

査の申請料の負担は、特記による。

� 本節は、次のエレベーターには適用しない。

� エレベーターの機種

斜行エレベーター、ホームエレベーター、パンタグラフ式エレベーター、ベース

メントタイプエレベーター、サイドマシンタイプエレベーター、段差解消機及びい

す式階段昇降機

� 特殊用途

防滴、防塵、防爆等の用途上又は構造上特殊なエレベーター及び乗場戸遮煙構造

� 特殊環境

高温、低温、多湿、塩害、ガス害又は屋外等設置環境不良箇所に設置されたエレ

ベーター

� 修理・取替えの範囲は、次による。

� 修理・取替えの範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に

限る。

� 発注者、使用者の不注意、不適当な使用、管理その他の受注者の責によらない事由

によって生じた修理又は取替えは含まない。

� 修理又は取替えに該当する項目は、表７．２．２のエレベーターの仕様及び保守契約の種別

の欄に「○」を記したものとする。ただし、保守契約の種別に係わらず、次の取替え

は除く。

� 表７．２．２の項目以外

� 巻上機の一式取替え、ギヤケース取替え

	 電動機の一式取替え、フレーム取替え


 制御盤等の一式取替え、キャビネット取替え

� 油圧エレベーターの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダー

� 意匠部品（かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの

戸、敷居、乗場戸、三方枠）の塗装、メッキ直し、清掃又は取替え


 表７．２．５�から表７．２．８備考欄に（※）を記した事項
� �及び�の該当項目に係る修理又は取替えに伴う費用は、受注者が負担する。
� 受注者は、エレベーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なスト

ックと、安定供給を行うものとする。

� 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引取るも

のとし、速やかに搬出する。

表７．２．２ 修理・取替えの範囲 （１／６）

区

分

修理の対象

（装置名）

修理又は取替え項目 エレベーターの仕様 保守契約の種別

ロープ式 油圧式 FM契約 POG契約

機
械
室

制御盤、受電盤 バッテリー取替え ○ ○ ○

リレー取替え ○ ○ ○

コンデンサー類取替え ○ ○ ○

電磁接触器接点（リード線含む）取替え ○ ○ ○

ヒューズ類取替え ○ ○ ○ ○

半導体、プリント基板取替え ○ ○ ○
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７．２．５

ロープ式エレベーター

記による。

� 遠隔点検装置を具備するエレベーターで、同装置による遠隔点検を適用する場合は、特

記による。なお、遠隔点検装置での「専門技術者」による遠隔点検の対象項目は、表

７．２．５�、表７．２．６及び表７．２．７の周期B欄の「周期」を で囲ったものとする。

ロープ式エレベーター（マイコン制御）の点検周期は、次による。

� �以外の場合：周期A欄に掲げる周期
� 遠隔点検を適用する場合：周期B欄に掲げる周期

表７．２．５� ロープ式エレベーター（リレー制御） （１／９）

点 検 項 目 点 検 内 容 周期 備 考

１．機械室

a．機械室への通行

b．室内環境

c．主開閉器・受電盤

・制御盤・起動盤

・信号盤

d．階床選択機

� 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認す

る。

� 出入口扉の施錠の良否を確認する。

� 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支

障のないことを確認する。

� 室内又は制御盤の温度の良否を点検する。

� 手巻きハンドルの設置の有無を点検する。

	 エレベータに係る設備以外のものの有無を点検する。

� 作動の良否を点検する。

� 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検

する。

� 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。

・電動機主回路 ・制御回路

・信号回路 ・照明回路

	 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。


 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。

� 制御盤内の清掃を実施する。

� プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無

を点検する。

� スチールテープ等と機械室床の貫通部分とが接触してい

ないことを確認する。

� 作動の良否を点検する。

� 固定・可動接触子の摩耗の有無を点検する。

	 補正装置カムの摩耗の有無を点検する。


 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。

� 先行モーターの作動の良否を点検する。

� スチールテープ切断スイッチの作動の良否を点検する。


 減速器ギヤ歯当りの良否を点検する。

１M

１M

１M

１M

１M

３M

１M

１Y

１Y

６M

６M

１Y

６M

１M

１M

１M

６M

６M

６M

１Y

１Y

・高稼働の場合
は１Mとする。
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【資料－６ ねずみ・昆虫等の調査及び防除】

１．基本的な考え方

平成１５年に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（建築物衛生法）の建築物環境衛生管理基準が大

幅に改正され、防除は「６ヵ月以内ごとに防除を行う」から「６ヵ月以内ごとに調査を行い、その結果に基づき必

要な措置を講ずること」となった。これまでは６ヵ月以内ごとに殺虫剤を散布することが一般的であったが、発生

場所、生息場所、侵入経路並びに被害の状況について定期に、統一的に調査を行い、当該調査の結果に基づき、建

築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により防除作業を行うこととなった。

調査及び防除にあたっての基本方針は次の通りである。

� 調査にあたっては、発生の実態を的確に把握するため、トラップなど数値で判断できる客観的な方法を取り
入れる。

� 防除にあたっては、総合的有害生物管理（IPM）の理念に基づき実施する。

� 目標水準を設定し、防除の目安とする。
� 防除は、まず環境整備（発生防止対策・施設改善）を行い、薬剤のみならずトラップの利用など有効・適
切な防除法を組み合わせて実施する。

� 防除は、人や環境に対する影響を可能な限り少なくするよう配慮する。とくに、薬剤を用いる場合は、薬
剤の種類、薬量、処理法、処理区域について十分な検討を行う。

� 防除の効果判定を実施する。評価は目標水準に基づき行い、有害生物の密度と経済的効果等の観点から実
施する。

２．総合的有害生物管理（IPM）導入の背景

総合的有害生物管理（IPM）とは、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめる方法により、建

築物において考えられる有効・適切な技術を組み合わせて有害生物を制御し、その水準を維持する手法をいう。近

年、人や動物、環境に対する薬剤の影響を懸念する声が高くなったこと、薬剤の連続的な使用によってねずみやゴ

キブリ、蚊などで薬剤抵抗性が発達し難防除となるケースが増えつつあることなどから、もっぱら殺虫剤に頼って

いた防除体系を基本から見直す必要が出てきた。建築物衛生法の改正もこのような背景の下に行われた。

３．IPMに基づくねずみ・昆虫等の調査と防除の流れ（概要）

IPMは、以下の手順で実施する。

� 建築物または区域で、全体を統括する責任者（施設管理担当者等）を任命し、各担当者と役割分担を決定し、

内部で行う処置と外部に発注する業務を区分けする。

� 過去の実績、建築物の用途等を勘案し、目標水準を設定する。
� 過去の実績を参考に、「ねずみ・昆虫等の年間計画表」を作成し、建築物内外について６ヶ月ごとに１回調
査を行う。そのうち発生しやすい箇所は、その後２ヶ月ごとに１回調査を行う。

� 生息状況報告書及び計画書をもとに必要な措置（発生防止対策・施設改善・防除作業）を検討し、実施する。
	 防除は人や環境に配慮し、有効・適切な防除法を組み合わせて実施する。薬剤を使用する場合は、事前に当
該区域の管理者や利用者の了解を得て実施、少なくとも処理前後３日間はその旨の掲示を行う。


 防除を行った場所については、効果判定を行い、水準をクリアーしたかどうか確認する。クリアーしていな
い場合は、原因を調査したうえ再度防除を行う。

� 全ての記録・報告書を保存する。

335資料－６ ねずみ・昆虫等の調査及び防除



第２節 ねずみ・昆虫等の調査

１．調 査 調査は、専有部分、共有部分のほか、機械室、電気室、パイプシャフト室、駐車場、

建築物の周囲等、建築物内外に対して行うものとする。

� ねずみ・昆虫等の調査内容は、表１による。

� ねずみ・昆虫等の調査周期は、次による。

� 表１の調査は、６月に１回行うものとする。

� 表１の調査のうち、発生しやすい箇所は、２月ごとに行うものとする。

表１ 調 査 （１／２）

調 査 項 目 調 査 内 容 備 考

１．聞き取り調査

２．目視による調査

３．トラップ等による調査

a．喫食調査、足跡調査

b．粘着トラップ調査

ねずみ、ゴキブリ、蚊、ハエ・コバエ、ダニを対象として、施設

管理担当者又は建築物各区域の職員から被害状況を聞き取る。

ねずみ、ゴキブリ、蚊、ハエ・コバエを対象として、以下の調査

を実施する。

� ねずみ

建築物の区画ごとに証跡を調査する。調査項目は、尿によるシミ、

足跡、囓り跡、ラブサイン（こすり跡）、鳴き声、侵入場所（穴）、

営巣場所等の有無を確認する。

� ゴキブリ

建築物の区画ごとに証跡を調査する。調査項目は、虫体、糞、ロ

ーチスポット、卵鞘の有無を確認する。

� 蚊、ハエ・コバエ

建築物全体を巡回調査する。調査項目は、成虫の存在、発生源、

外部発生源との関連などを確認する。

ねずみを対象として、以下の調査を実施する。

・天井の点検口などに無毒餌を配置して、その喫食状況から生息状

況を確認する。

・天井の点検口などねずみの往来しそうな箇所に紙を配置し、足跡

の付着の程度から生息状況を確認する。

ゴキブリを対象として、以下の調査を実施する。

・建築物の区画ごとに、ゴキブリ用粘着トラップを７日以内の期間

設置し、捕獲指数を算出する。配置数は、過去の実績に基づき決

定する。

・建築物の１区画に配置したトラップ数が１０個以下の場所にあって

は、捕獲数の多いトラップ上位３つまでを、また、トラップ数が

１０個より多く配置した場所にあっては、配置数の３０％を目安に捕

獲数上位のトラップを捕獲指数の算出に用いる。なお、上位３つ

まで又は３０％までに０が含まれる場合は、これも捕獲指数の算出

に加える。
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